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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年4月9日(2020.4.9)

【公開番号】特開2017-191312(P2017-191312A)
【公開日】平成29年10月19日(2017.10.19)
【年通号数】公開・登録公報2017-040
【出願番号】特願2017-49711(P2017-49711)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｇ   9/08     (2006.01)
   Ｇ０３Ｇ   9/087    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３６５　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３３１　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３２５　
   Ｇ０３Ｇ    9/08     ３１１　

【手続補正書】
【提出日】令和2年3月2日(2020.3.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結着樹脂、及びワックスを含有するトナー粒子を有するトナーであって、
　該トナーは、下記式（１）～（３）を満たすことを特徴とするトナー。
　　Ｐｓ／Ｐｄ≦０．９０　・・・　式（１）
　　２．２０≦Ｐｈ／Ｐｄ　・・・　式（２）
　　０．５０≦Ｐｄ≦３．００　・・・　式（３）
　式（１）～（３）中、
　Ｐｄは、ＡＴＲ法を用い、ＡＴＲ結晶としてダイヤモンド、赤外光入射角として４５°
の条件によって測定し得られた該トナーのＦＴ－ＩＲスペクトルにおいて、３０２２ｃｍ
－１以上３０３２ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を１．００としたときの２８
４３ｃｍ－１以上２８５３ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を示す。
　Ｐｓは、ＡＴＲ法を用い、ＡＴＲ結晶としてゲルマニウム、赤外光入射角として４５°
の条件によって測定し得られた該トナーのＦＴ－ＩＲスペクトルにおいて、３０２２ｃｍ
－１以上３０３２ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を１．００としたときの２８
４３ｃｍ－１以上２８５３ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を示す。
　Ｐｈは、該トナーを１５０℃で０．１０秒間加熱し、２５℃まで放冷して得られたサン
プルを、ＡＴＲ法を用い、ＡＴＲ結晶としてゲルマニウム、赤外光入射角として４５°の
条件によって測定し得られたＦＴ－ＩＲスペクトルにおいて、３０２２ｃｍ－１以上３０
３２ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を１．００としたときの２８４３ｃｍ－１

以上２８５３ｃｍ－１以下の範囲の最大吸収ピーク強度を示す。
【請求項２】
　前記ワックスの含有量が、前記結着樹脂１００．０質量部に対して２．０質量部以上３
０．０質量部以下である請求項１に記載のトナー。
【請求項３】
　前記結着樹脂が、スチレンアクリル系樹脂である請求項１又は２に記載のトナー。



(2) JP 2017-191312 A5 2020.4.9

【請求項４】
　前記ワックスが、炭化水素系ワックスである請求項１～３のいずれか１項に記載のトナ
ー。
【請求項５】
　前記トナーの断面を透過型電子顕微鏡で観察したとき、前記トナーの断面におけるアス
ペクト比が５以上であるワックスのドメインの個数が、５個以上である請求項１～４のい
ずれか１項に記載のトナー。
【請求項６】
　前記トナーの断面を透過型電子顕微鏡で観察したとき、前記トナーの断面におけるアス
ペクト比が５以上であるワックスのドメインの個数が、５個以上１５０個以下である請求
項１～５のいずれか１項に記載のトナー。
【請求項７】
　前記ワックスを単独でＤＳＣ測定（示差走査熱量測定）した際の単位質量あたりの吸熱
量を１００．０％としたとき、前記トナーのＤＳＣ測定した際の前記ワックス由来の単位
質量あたりの吸熱量が、８０．０％以上１００．０％以下である請求項１～６のいずれか
１項に記載のトナー。
【請求項８】
　前記トナー粒子が、コア－シェル構造を有し、
　該コアが、前記結着樹脂及び前記ワックスを含有し、
　該シェルが、極性樹脂を含有する請求項１～７のいずれか１項に記載のトナー。
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